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全国統一防火標語
　 『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』

【住宅防火　いのちを守る　10 のポイント】
４つの習慣
 ・寝たばこは絶対にしない、させない。
 ・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
 ・こんろを使うときは火のそばを離れない。
 ・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは
　抜く。
６つの対策
 ・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなど
　は安全装置の付いた機器を使用する。
 ・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定
　期的に点検し、10年を目安に交換する。
 ・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝
　具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
 ・火災を小さいうちに消すために、消火器などを設
　置し、使い方を確認しておく。
 ・高齢者や身体の不自由な方は、避難経路と避難方
　法を常に確保し備えておく。
 ・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地
　域ぐるみの防火対策を行う。

【わが家の住宅用火災警報器、いますぐチェック】
　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命
や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあ
るため、とても危険です。
　設置時期の確認、作動確認を行い、設置から10年
を目安に交換しましょう。

【感震ブレーカーをつけましょう】
　感震ブレーカーは、地震の時、揺れを感知して自
動で電気を遮断し、電気機器からの出火や停電が復
旧したときに発生する電気火災を防止する装置です。
ご自身で取り付け可能な簡易タイプのものや電気工
事が必要な分電盤タイプなどがあります。製品ごと
の特徴や注意点を踏まえ、適切に設置しましょう。

問佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部予防課
　☎４８１－０１３６

令和７年秋季全国火災予防運動実施令和７年秋季全国火災予防運動実施
11月９日㈰～ 15日㈯11月９日㈰～ 15日㈯

住宅防火いのちを守る
10 のポイント

（総務省消防庁）

住宅用火災警報器は、
10 年を目安に、
とりカエル！

（火災警報器工業会）

感震ブレーカーを
つけましょう

（経済産業省）

ぴ
ー
な
っ
つ
カ
フ
ェ

ぴ
ー
な
っ
つ
カ
フ
ェ

認
知
症
高
齢
者
等
を
か
か
え
る

認
知
症
高
齢
者
等
を
か
か
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　

家
族
交
流
会

　
　
　
　
　
　
　
　

家
族
交
流
会

　　

日
頃
の
介
護
で
の
思
い
や
不
安

に
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
介
護

者
同
士
だ
か
ら
わ
か
り
合
え
る
こ

と
を
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

時
11
月
18
日
㈫

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
認
知
症
な
ど
の
家
族
を
介
護
す

　

る
方　

定
15
人

持
飲
み
物

申
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

北
部
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
８
８
‐
６
３
９
３

  

お
詫
び
と
訂
正

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
や
ち
ま
た
令
和
７
年
10
月
15
日
号
3
ペ
ー
ジ
「
催
し
・
講
座

の
第
13
回
八
街
御
成
街
道
祭
り
」
の
記
事
の
う
ち
、
問
い
合
わ
せ
に

つ
い
て
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

正
　
問
第
13
回
八
街
御
成
街
道
祭
り
実
行
委
員
会

誤　

問
第
13
回
八
街
市
御
成
街
道
祭
り
実
行
委
員
会　

問問

体
力
測
定
会

体
力
測
定
会

　

ご
自
身
の
カ
ラ
ダ
を
知
っ
て
、

筋
力
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

今
後
の
生
活
や
体
力
づ
く
り
の
目

標
を
た
て
て
み
ま
せ
ん
か
。
ス
ポ

ー
ツ
推
進
委
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
し

ま
す
。　

時
12
月
６
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
正
午

※
６
分
間
歩
行
は
屋
外
で
行
う
た

め
、雨
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す
。　
　

場
南
部
老
人
憩
い
の
家

内
筋
肉
に
つ
い
て
の
講
話
、
握
力
、　

　

上
体
起
こ
し
、
長
座
体
前
屈
、　

　

開
眼
片
足
立
ち
、
10
ｍ
障
害
物　

　

歩
行
、
６
分
間
歩
行
、
測
定
後　

　

の
個
別
ア
ド
バ
イ
ス

対
市
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
方

定
10
人
（
先
着
順
）

費
無
料

申
11
月
６
日
㈭
午
前
９
時
か
ら
電　

　

話
ま
た
は
来
所
で
申
し
込
み
。

持
運
動
が
で
き
る
服
装
・
上
履
き
・　

　

飲
み
物
・
タ
オ
ル

問
南
部
老
人
憩
い
の
家　

　

☎
４
４
５
‐
２
９
７
６

　

廃
棄
物
の
野
外
焼
却
行
為
（
い

わ
ゆ
る
野
焼
き
）
は
廃
棄
物
処
理

法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

廃
棄
物
を
焼
却
す
る
場
合
は
、

法
令
に
定
め
ら
れ
た
構
造
基
準
を

満
た
し
た
焼
却
施
設
で
、
処
理
基

準
に
従
っ
て
行
う
必
要
が
あ
り
、

一
般
家
庭
の
簡
易
な
ご
み
焼
却
炉

な
ど
は
使
用
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
者
な
ど
が
農
地
管

理
ま
た
は
害
虫
駆
除
の
た
め
に
、

稲
わ
ら
や
農
作
物
の
残
さ
を
焼
却

す
る
行
為
な
ど
は
例
外
と
し
て
扱

わ
れ
ま
す
が
、
周
辺
住
民
の
生
活

環
境
に
悪
影
響
を
与
え
る
場
合
や
、

稲
わ
ら
や
農
作
物
の
残
さ
以
外
の

も
の
を
焼
却
す
る
行
為
は
、
指
導

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
環
境
課　

　

☎
４
４
３
‐
１
４
０
６

野
外
焼
却
行
為
は
禁
止
で
す

野
外
焼
却
行
為
は
禁
止
で
す

問

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　

11
月
12
日
㈬
～
25
日
㈫
は
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
の
予
防
と
根
絶

の
た
め
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力

を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

　

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性

犯
罪
、
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
の
被

害
を
受
け
て
い
る
方
は
、
一
人
で

悩
ま
ず
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
相
談
先
〉

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

　

☎
♯
８
０
０
８
（
ハ
レ
レ
バ
）

子
育
て
支
援
課
家
庭
児
童
相
談
室

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

問

問

時場

対定持申

問

時場内

対定費申持

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


